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R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

就学前児童 ５４．２％ ６９．９％ ６９．４％ ６６．７％ 

小学生 ４５．０％ ６３．９％ ６５．９％ ６２．９％ 

合 計 ５１．１％ ６８．１％ ６８．３％ ６５．５％ 

 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

理 想 ２．８８人 ２．７２人 ２．７７人 ２．７２人 

予 定 ２．７５人 ２．４０人 ２．５１人 ２．４２人 

現 在 ２．２０人 ２．１７人 ２．２９人 ２．１８人 

令和４年度「子ども・子育て県民意識調査」について 

［調査の目的］ 

 子育て満足度日本一の実現に向け、子どもの育ちや子育てに関する県民意識調査を実施し、「お

おいた子ども・子育て応援プラン（第４期計画）」の総合的な評価等の進捗状況を把握するととも

に、各種施策の充実を図ることを目的とする。 

 

［調査の概要］ 

１ 調査期間  令和４年１１月１１日～１２月９日 

２ 調査対象者 就学前児童の保護者 県内１８市町村 ２，０２０世帯を無作為抽出 

        小学生の保護者   県内１８市町村   ９８０世帯を無作為抽出 
           計      県内１８市町村 ３，０００世帯を無作為抽出 

３ 回収率（上段：有効回答数、下段：有効回答割合）    
 
 

 

 

 

 

 

［主な調査結果］ 

１ 「おおいた子ども・子育て応援プラン」の総合的な評価項目 

（１）子育てが地域や社会で支えられていると「十分に感じる」「まあまあ感じる」と答えた人の割合 

 

 

 

 

 

    ※R2 年度のみ「子育てが地域の人に（または職場や社会の中で）支えられていると感じますか」 

 

（２）住んでいる地域の子育ての環境や支援に「満足している」「おおむね満足している」と答えた 

人の割合 

 

 

 

 

 

     ※R元年度までは「住んでいる地域の子育ての環境や支援への満足度が高い、やや高い人の割合」 

 

２ その他の主な項目 

（１）理想とする子どもの数、予定している子どもの数と現在の子どもの数 

 

 

 

 

 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

就学前児童の保護者 
８０４人 

（３９．８％） 

１，０９７人 

（５４．３％） 

１，００９人 

（５０．０％） 

９９８人 

（４９．４％） 

小学生の保護者 
４０７人 

（４１．５％） 

４９６人 

（５０．６％） 

４５４人 

（４６．３％） 

４８０人 

（４９．０％） 

合 計 
１，２１１人 

（４０．４％） 

１，５９３人 

（５３．１％） 

１，４６３人 

（４８．８％） 

１，４７８人 

（４９．３％） 

 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

就学前児童 ７０．３％ ６４．８％ ６９．５％ ６８．２％ 

小学生 ７３．７％ ６１．９％ ６５．４％ ６２．７％ 

合 計 ７１．５％ ６３．８％ ６８．２％ ６６．５％ 
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R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

①子育てや教育にお金が

かかりすぎるから 

６０．５％ 

《1位》 

６０．３％ 

《1位》 

６６．５％ 

《１位》 

６７．４％ 

《１位》 

②自分の仕事（勤めや家

業）が忙しいから 

２３．７％ 

《２位》 

２４．８％ 

《３位》 

２６．１％ 

《２位》 

２４．５％ 

《２位》 

③高年齢で生むのはいや

だから 

２１．１％ 

《４位》 

２５．３％ 

《２位》 

２４．４％ 

《３位》 

２０．７％ 

《４位》 

④これ以上、育児の心理

的、肉体的負担に耐えら

れないから 

２３．２％ 

《３位》 

２１．４％ 

《４位》 

１７．３％ 

《４位》 

２１．３％ 

《３位》 

⑤夫婦の一方に家事・育児

の負担がかたよってい

るから 

１０．４％ 

《７位》 

８．８％ 

《７位》 

１６．２％ 

《５位》 

１２．６％ 

《６位》 

⑥欲しいけれどもできな

いから 

２０．６％ 

《５位》 

１６．０％ 

《５位》 

１４．５％ 

《６位》 

１７．１％ 

《５位》 

（理想よりも予定の子どもの数の方が少ない理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   ※⑤について、R2 年度までは「夫（妻）の家事・育児への協力が得られないから」 

 

（２）子育て支援サービスの認知度（就学前児童の保護者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）子どもと将来の夢や希望について語り合う機会を、「意識してもっている」と答えた人の 

割合（小学生の保護者） 

 

 

 

 

 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

①おおいた子育てほっと

クーポン 
９１．７％ ９１．０％ ９２．５％ ９１．９％ 

②一時預かり ８８．４％ ７８．９％ ８１．７％ ８７．５％ 

③病児保育 ８６．４％ ７９．９％ ８４．３％ ８６．６％ 

④地域子育て支援拠点 

(こどもルーム)など 
８２．０％ ８１．３％ ８２．８％ ７４．２％ 

⑤大分県こども救急電話 

相談 
８１．２％ ７４．９％ ７９．６％ ８２．０％ 

⑥いつでも子育てほっと 

ライン 
７０．８％ ４８．２％ ５３．０％ ５０．４％ 

⑦ショートステイ ２３．０％ １７．６％ １８．８％ １９．６％ 

⑧ホームスタート １７．８％ １６．９％ １７．２％ １６．７％ 

 

 
R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 

頻繁に持っている １１．５％ １８．８％ １７．８％ １７．９％ 

時々持っている ６６．３％ ６３．７％ ６６．３％ ６８．８％ 

合 計 ７７．８％ ８２．５％ ８４．１％ ８６．７％ 
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令和４年度子ども・子育て支援施策の進捗状況について 

 

 

 

 

 



大分県 就学前後の切れ目ない支援体制構築のためのガイドライン（案） 概要
背景 目的

対象

・国：こども家庭庁設置やこども基本法の制定
・県：妊娠期～就学前の連携体制や発達障がい

の診断を受けている子の連携体制は構築
・一方、発達が気になる子どもや支援が必要

な子どもは、小学校就学前後で連携途切れ
る場合もある。

・すべての子どもがライフステージを通じて
適切な支援を切れ目無く受けられるように
するため、特に小学校就学前後における情
報連携・支援体制の構築を図る。

・各市町村における体制を議論・構築してい
ただくための参考として策定する。

必要な子どもの情報を取りこぼさず、丁寧に支
援・連携につなげるため、「すべての子ども」
を対象とする。

就学前後の切れ目ない支援体制構築のため
のガイドライン検討会
・令和４年５月～令和６年２月 計６回開催
・学識経験者、医療関係者、弁護士、
保育連合会、私立幼稚園連合会、
地域子育て支援拠点、保育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ、
モデル市（日田市・津久見市）調査員

活用方法

個人情報への配慮
・トラブルを防ぐ観点から、基本的には保護者との関係性を構築し、根

気強く保護者同意を得るよう努めることが必要。
・法律に基づき、同意が不要の場合もあるが、その場合も権利利益を侵

害することのないよう十分な配慮のもと必要な限度で行う必要がある。

切れ目ない支援体制構築に向けて～６つのポイント～
多様な問題を抱える子どもや家庭の対応するうえでは、子どもを中心に置いて、関係者が協働して支えることが重要

顔の見える関係性の構築
・事例検討会などの各種会議や研修会などを通じて、支援者同士の関係
性を構築し、支援に関する目線合わせを行う。

連携に関わる地域の人材
・関係機関が相互にその役割を理解し、必要な支援につなぐ。
・支援者同士が双方向で情報交換できる体制を整える。

対象者（児）・保護者支援のあり方

・適切な支援を行うためには、保護者支援も不可欠。
・支援者の気付きと対応力の向上に向けた研鑽は不可欠。

各機関の取組
・就学前後の切れ目ない支援や連携に関わる関係機関が各々の機関の取
組を役割を理解することが重要。

情報連携のためのツール
○保育所等に通う子どもは、要録に基づく情報連携。
一部自治体では、子どもの発達の特性
や成長の変化を見える化する「レーダ
ーチャート」を用いて情報連携する取組
例もある。

○障がいの診断を受けているまたは支援
を受けている子どもは、相談支援ファ
イルや個別の支援計画等を用いた情報
連携。

○未就園児は、保健師がキーパーソンとなり、
関係機関との情報共有を図り必要な支援に
つなげることが重要。

（参考）レーダーチャート

環境

養護

表現

言葉

健康

人間関係

今後の方向性

①子どもに関する情報をつなぐ手段が必要 ⇒ 情報連携ツール（大分県版レーダーチャート）の作成
②支援者の対応スキル向上が重要 ⇒ 研修会の開催

・子どもの支援に携わる母子保健、児童福祉、教育、医療機関等のすべての行政機関、関係
機関等が情報連携・支援体制の構築を図るうえでの参考とする。また、各市町村において
は、各市町村での体制を議論・構築していただくための参考とする。
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市町村名
実施

予定

委託/補助

の別

事業実施者

（委託/補助先）

大分市 〇 委託 (社福)大分県福祉会

別府市 〇 補助 (社福)別府光の園

中津市 〇 補助 (社福)清浄園

日田市 〇 委託 (社福)清浄園

佐伯市 〇 補助 (社福)大分県福祉会

臼杵市 〇 委託 未定

津久見市

竹田市 〇 委託 (NPO)テトカンパニー

豊後高田市

杵築市 〇 委託
(NPO)こどもサポートにっこ・にこ

(社福)杵築市社会福祉協議会

宇佐市 〇 委託 (社福)清浄園

豊後大野市 〇 補助 (NPO)しげまさ子ども食堂

由布市
国東市
姫島村
日出町
九重町
玖珠町

10 市町村

県内の実施予定（R4年度）
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資料３ 

 

 

 

 

令和５年度当初予算要求状況及び令和４年度補正予算について 

（子ども・子育て関連） 
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送迎用バス安心・安全対策

国の動向 本県の現状・課題

 191施設で457台の送迎用バスを運行

対応
方針 国が目標とする令和５年６月末までに、全ての送迎用バスに安全装置を装備

〔安全装置の例〕

●押しボタン方式
・運転手が車内に園児が残っていないか

確認。車両後方の園児確認済ボタンを
押す

・ボタンが押されない場合、車外に警報
サイレンを発報

 静岡県牧之原市の認定こども園で、園児が送迎用バスに
置き去りにされたことによる死亡事故が発生

 事故を受け、保育所・幼稚園・認定こども園等を対象に緊急点検
を実施するとともに、再発防止のために以下の対策を策定
・バスの乗車・降車時に幼児等の所在確認を義務付け（R5.4月）
・バスへの安全装置の装備義務化（R5.4月（１年間の経過措置））

【義務化の対象施設】

保育所・幼稚園
認定こども園等

障害児
通所支援等

特別支援学校
小中学校・

放課後児童ｸﾗﾌﾞ等

所在
確認

○ ○ ○ ○

安全
装置

○ ○ ○  

保育所
幼稚園

認定こども園等

障害児
通所

支援等

特別
支援学校

私立
小中学校

放課後
児童クラブ

計

施設数 97 69 12 3 10 191

台数 174 240 20 3 20 457

 緊急点検の結果（対象：保育所・幼稚園・認定こども園）

・幼児等所在確認を行なっている施設は８割（79園/97園）
うちマニュアル等を策定済の施設は５割（40園/79園）

⇒10月以降、全施設に実地調査を実施
マニュアル未整備の施設に対しては個別に指導

・送迎バスに安全装置を装備している施設はなし

〔対象施設と補助率〕

 保育所・幼稚園・認定こども園、認可外保育施設
障害児通所施設・特別支援学校 ：１０／１０（全額国庫）

②放課後児童クラブ・私立小中学校 ：３／４（国１／２、県１／４）
※放課後児童クラブは規模の小さい施設が多く、施設負担の捻

出が 困難であることから、県独自に補助率を上乗せ

保育所・幼稚園・認定こども園等に対し

整備に要する経費を補助

〔補助上限額〕  17.5万円／台 ②13.15万円／台

後
方

前
方

園児確認用済ボタン

※公立学校は市町村が整備

 安全装置の導入にあたり設置に必要な経費を助成
[補助率]義務化施設：１０／１０、義務化施設以外１／２
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 出会いｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ設置による
結婚希望の後押し
目標：成婚数90組(R元～R6累計)

 R4.12.20よりAIマッチングシステムを導入
・EQアセスメントテスト(価値観診断テスト)の受検結果を基に、AIが相性の
良い相手を自動で毎週紹介(１～４名程度)
⇒相性の良い相手との出会いの機会が拡大

「自分で選ぶ」精神的な負担も軽減

令和５年度おおいた出会い応援事業

気軽に参加できる婚活イベント＋真剣に結婚を考える出会いサポートセンターの２本柱で出会いを後押し

 婚姻数が減少する中、婚姻数増のための実効性ある取組が必要
・お見合いはハードルが高いという層あり

→「気軽に出会いを探したい人は出会いｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰには行かない｣

・若者の中では企業間のマッチングを希望する声があるものの、
従業員の婚活支援に取り組めていない企業が大半(約８割)

※Q.従業員が必要だと思う結婚支援(東京商工リサーチ調査)
自社の未婚社員と他社の未婚社員のマッチング機会の創出(36.8％)

⇒多様な出会いの場を提供するため、行政による機運醸成が必要

 サポートセンターの会員数は伸び悩んでいる

・AI機能を使いたい会員は増加
男性：54％(R3) → 69％(R4)

女性：46％(R3) → 61％(R4)

⇒AI機能導入をPRし、更なる会員を獲得

 婚姻数、出生数等の減少
・婚姻数 4,804組（H30) ⇒ 4,118組（R3・戦後最少、14.3％減）
・出生数 8,200人（H30) ⇒ 7,327人（R3・過去最少、10.6％減)

⇒婚姻数、出生数共に過去（戦後）最少だが、より婚姻数の減少率が大きい

現状 課題

①企業間の婚活イベントによる出会いの場の創出
[事業スキーム（案）]

①業界団体を通じ企業間での婚活支援を希望する企業を調査
②婚活支援を希望する企業に対し、具体的なニーズ（イベント内容等）をヒアリング
③ニーズが合致する複数の企業をまとめてマッチングし、イベントを企画
④イベントの開催

⑤イベント毎に内容と成果を業界団体へフィードバックし、非エントリー企業へＰＲ

②センターの広報強化による会員獲得
20代男女向けの集中的な広報の実施
[年齢別の会員数（人）] （1月20日時点）

[内容]
・ＳＮＳ（YouTube、Instagram）：20～30代に絞り広告を発信

※毎日1時間以上SNSを使用している割合（20代） 約４割

・テレビCM：テレビCMでセンターを知った者は40％
R2年度の広報時もCM放映により20代会員が増加

[集中広報期間（仮）]

R5.5月～7月（3ヶ月）

 ｴﾝﾄﾘｰ企業募集 ②ニーズ調査 ③マッチング ④イベント

[イベント内容（一例）]
・体験型婚活 ：同じ体験を通じて自然に会話⇒マッチング

 モノづくり体験（料理、陶芸、竹細工 等）
 スポーツ体験（登山、テニス、ウォーキング 等）

・ツアー型婚活：県内名所を日帰りバスツアー⇒マッチング

婚活イベントの実施により、成婚数を増加を図る
県内企業に対するｱﾌﾟﾛｰﾁで、従業員の婚活支援に対する気運醸成を図る

20代は30代に次いで
交際数が多いものの、
会員数が伸び悩む

プッシュ型の広報により
20代の婚活を後押し

[スマホでえんむす部導入CM放映時（R2.7～R2.9）]
２０代新規会員 放映前（4～6月）37人→放映中 92人（約３倍）

20代向けの広報を強化し、
20代の会員を増加

⑤フィードバック

1,332 

1,695 1,773
1,465

R1 R2 R3 R5.1
[会員数の推移（人）]

20代 30代 40代 50代以上

男性 95 335 314 49

女性 146 436 128 12

これまでの取組

 H30. 6.27開所
会員数 ： 1,522人 交際組数 ： 145組
成婚数 ： 148組 （R5.2.1現在）
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周囲が心配しても、支援を望まないケースも
ある。気持ちに寄り添い、丁寧で慎重な対応
が大事

参考金額：○○○千円

寄り添う支援

ヤングケアラー支援体制の整備 ～ 誰一人取り残されることのない社会の実現 ～

方
向
性

Ｒ
５
年
度
の
取
組

子ども自らが行政に直接相談するのはハー
ドルが高い。学校など、周囲の大人の気づき
が大事

周囲の『気づき』

ヤングケアラーは、子どもだけでなく親や家
庭の問題でもある。家族全体を見つめた支援
が大事

包括的支援

【本県独自の実態調査】(R3.10～11月）

「お世話をしていることで、やりたいけど
できていないことがある」 と回答 ･･･ 1.3％

⇒支援を要するヤングケアラーが約1,000人存在
(県内の小５～高３（79,550人）の1.3％ ≒ 1,000人）

Ｒ
３
実
態
調
査

こ
れ
ま
で
の
取
組

【②相談窓口設置】

・専用相談窓口等の開設（電話・ＳＮＳ）
・ＳＳＷ、ＳＣの配置強化

【①周知・啓発】

・児童・生徒向け相談先カード配布

・教職員向けＷＥＢ研修動画配信

・県民フォーラム、支援者向け研修会

・福祉職希望高校生向け出前講座

市町村支援体制整備

県に専門アドバイザーを配置し、気づきを促すための
人材育成や周知啓発、市町村の支援体制づくりを支援

周知啓発・人材育成

支援コーディネーターを配置し、多機関協働の支援会
議を開催。個別ケースの進行を管理し、個々の状況に
応じた適切な支援へ繋げるなど、支援体制を構築

「プッシュ型」 による、①周囲の大人が気づく仕組みづくり ②身近な市町村の支援体制整備今後必要な取組

【③適切な支援へのつなぎ】

・家庭養育ヘルパー派遣事業

アドバイザーの役割

・ 人材育成研修 早期発見力向上
アセスメントシート活用・普及

・ 体制構築支援 市町村の支援会議の運営助言

・ 市町村のヤングケアラー情報を把握し、一元的に管理
・ ＳＳＷや事業所等関係機関との連携窓口
・ 多機関協働の支援会議の招集・調整役

コーディネーターの役割

親など家族ヤングケアラー

児家
セン

①気づき
②面談（アセスメント）

④訪問 （児童家庭支援センター
の相談支援員やSSWと）

⑤家庭状況把握（アセスメント）

⑥情報・アセスメント共有
⑦支援方針確認･決定

⑧各種支援・サービスへ
⑨包括的支援
⑩支援の進捗管理

学校
子ども
食堂

介護･障がい
ヘルパー等

見守り
支援

③コーディネーターに相談

学校現場 福祉事業者 児童委員

①

③

⑧ ⑨

フェーズ１ 気づき

多機関協働の支援会議

“ヤングケアラー版要対協”

②

フェーズ２ 寄り添い

フェーズ３ 包括的支援

④⑤

〔社会福祉士、児相ＯＢなどを想定〕

〔社会福祉士、ＳＳＷ経験者などを想定〕

⑩

支援コーディネーター
（市町村児童福祉主管課）

⑥
⑦

専
門
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
県
こ
ど
も
・
家
庭
支
援
課)
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【県の社会的養護の現状】

・要保護児童数 ４４５名（令和3年度末）
（乳児院１０、児童養護施設２７３、里親１１５、ファミリーホーム４７）

・児童措置は、原則として１８歳まで（２０歳まで措置延長可）

（１）ケアリーバーは困りを自ら発信することが困難であり、アウトリーチ的な支援が
必要だが、年々支援対象者が増加しており、センターの対応に限界がある。

【国のケアリーバー調査】（R2年度）

・大分県の調査対象者数：２２３名、うち配布できたのは１１５名
＝配布率（居場所把握率）は５１．６％

・今の暮らしで困っていること、不安・心配なこと
１．生活費や学費（３３．６％）
２．将来のこと （３１．５％）
３．仕事のこと （２６．６％）

退所から時間経過するほど、施設
との連絡回数が少なくなる傾向

【アフターケアセンターおおいた】
・設置 平成２３年（委託先：NPO法人おおいた子ども支援ネット）
・目的 施設等の退所後の支援
・現体制 支援コーディネーター１名、生活相談員２名（合計３名）

（３）時間経過とともにさらに問題が複雑・深刻化するケースが少なくない
（金銭トラブル、消費生活相談等）

（２）就職してもすぐに離職したり、求職活動、各種手続きが上手にできず、安定した
就労につながりにくい。

増加するケアリーバーとの「顔の見える関係」の構築

◎ 課題の早期発見・対応
◎ 丁寧な伴走支援

・身元保証人確保対策事業
ケアリーバー等が就職やアパート等の賃借、進学する際の身元保証を関係機関と連携し支援

・自立支援資金貸付制度
ケアリーバー等に対し、生活支援費、資格取得支援費等を貸付け（無利子、返還免除の場合あり）

参考金額：○○○千円

１.現 状

３.課 題

〈ケアリーバーの課題〉
虐待体験や発達障がいの影響から、生活スキルやコミュニ
ケーションスキルに困りを抱えがち。身近に相談できる人も
おらず、社会的に孤立しやすい。

⇒信頼関係構築のための丁寧な関わりが必要
0

100

200

H30 R1 R2 R3

56人
91人

132人

182人

【アフターケアセンター相談実人数】

◆アフターケアセンターおおいたの体制強化

（１） 支援コーディネーターの増員（常勤１名）→+１名

・個別の継続支援計画の作成、見直し
・支援担当者会議の運営
・アウトリーチ支援の強化

（２）生活相談員の配置（常勤２名）

・退所を控えた者への支援
（職場見学、生活技能向上トレーニング等）
・退所後の支援（生活、金銭、住まい等の相談支援）

（３）生活費の補助

・施設等を措置解除後も里親宅等に
居住する者への生活費

参考金額：○○○千円ケアリーバー(社会的養育経験者)への支援体制強化 ～ 誰一人取り残されることのない社会の実現 ～

アウトリーチ型支援
＜ケアリーバーの声＞
対人トラブルで訴訟になったが、裁判所からの書類の意味がわからず、放置したまま結審、
財産差押え。家賃滞納、料金未納で電話・電気も止められたことで、初めて相談に来た。

<ケアリーバーの声>
短大卒業後に就職したが、職場の人間関係を理由に離職。里親家庭には幼い委託児童が
いるので頼りにくい。求職活動や各種手続きに関して、自分一人ではどうすればよいかわか
らない。窓口に同行してほしい。

（就労関連相談の増加 R1:270件 → R3:786件（2.9倍））

【相談支援の流れ】

４.Ｒ５年度の取組

２.これまでの取組 参考金額：●●●●千円

継
続
支
援
計
画

作
成

状
況
確
認
連
絡

・
訪
問

措
置
解
除

相
談
受
理

支
援
策
の
検
討

情
報
収
集

継
続
支
援

見守り・声かけ
(訪問・電話等)

拡充

-5--5-



[期待される効果]
・こども食堂等では実施できない

支援（生活習慣の形成）が実施可能
・多様な体験による自己肯定感の向上
・児童の状況を市町村にフィードバックし

必要な支援につなぐ
⇒児童が将来自立できる力を獲得

支援が必要な児童への対応

対応
方針

杵築市の児童育成支援拠点設置の取り組みを後押しするとともに、
この取組をモデルに他の市町村へ横展開

＜支援の内容＞
児童育成支援拠点の機能を提供するために必要な経費を補助

（10,500千円）
⇒取り組みを県内市町村に波及させるため、市町村職員の研修や

県主催のブロック研修会での講演を実施

＜補助上限額＞14,000千円（国：１／２、県１／４、市１／４）
（県予算では国及び県分のみ計上）

新たな居場所づくりによる児童への支援

 県内には、要保護には至らないものの、食事、衣服、生活環境について
不適切な養育状態にある子どもが一定数あり
＜参考＞県内要支援児童 1,778人（R4.10.1時点）

 こうした児童は日常生活を送る上で必要な生活習慣が身についていない
場合があるが、行政による支援は限定的

（例）ゴミ捨てができない、お風呂に入る習慣がない 等
⇒既存の支援では、こども食堂の利用による居場所及び食事の提供

等に留まり、生活習慣の形成には繋がらない

 国においては、改正児童福祉法（R6.4.1施行）により家庭や学校に居場
所がない学齢期以降の子どもへの居場所づくりを推進
・生活習慣の形成や居場所の提供を行う児童育成支援拠点を新たな

居場所として設置を推奨
・R5年度は拠点設置に向けて取り組む自治体を支援

 児童と家庭が抱える多様な課題に応じた支援を提供する施設
[対象児童]
①食事、衣服、生活習慣等、養育環境に関して課題のある子ども
②不登校の子ども等、学校に居場所のない子ども
③その他、市町村が支援を行うことが適切と判断したこども

【児童育成支援拠点の概要】

【子どもの居場所ｂ＆ｇきつきの概要】
・開設日時・時間：平日16時～21時

・利用児童：杵築市より支援依頼を受けた児童を中心に受け入れ
（20名程度が利用）

※利用開始時にアセスメントを行い、児童や家庭の具体の課題を
特定した上で、課題を解消するための支援を集中実施

誕生日会等のイベントを実施し
こどもたちの自己肯定感を向上

 県内では杵築市が先行して児童育成支援拠点の設置を検討
[拠点候補施設]子どもの居場所ｂ＆ｇきつき

※令和６年度以降の財政支援のあり方は国において検討中

洗濯の方法、たたみ方等、日常生活に
必要な知識を教育

[主な役割]
・安心・安全な居場所の提供
・生活習慣（手洗い等）の形成
・学習の支援
・食事、課外活動の提供
・専門職による支援計画の策定

等

＜施設利用児童の事例＞
・利用児童 ：中学生から小学生までの３人きょうだい
・具体の課題：家はゴミが散乱しており児童もゴミを捨てる習慣がない

入浴や洗濯は時にはしているが、服に汚れや臭いあり
食事もお菓子で済ますこともあり栄養状態が心配

⇒支援内容：バランスのとれた食事の提供
入浴、ゴミ捨て、洗濯等、基本的な生活習慣の教育

居場所での教育により洗濯物を干す・たたむ等の一連の作業が可能に
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１ 健やかで心豊かに暮らせる安心の大分県

①子育て満足度日本一の実現
（単位：千円）

39,441 
(60,654)

39,154 
(161,523)

　

1,027,388 
(0)

884,536 
(929,372)

664,888 
(667,582)

16,783 
(24,316)

3,236,521 
(3,308,503)

5,376,154 
(5,021,315)

※ 　　は「新規事業」

8

幼児教育及び保育の充実を図るため、認定こども園の運営に要する経
費を負担する。
　・幼保連携型　１０５施設
　・幼稚園型　　　２８施設
　・保育所型　　　３４施設

こども未来課認定こども園運営費

6

地域全体で子どもの成長と子育て家庭を応援するため、子育て応援店
の拡大や多胎児への支援に取り組む。
　・子育て家庭に特典の提供等を行う子育て応援店の登録拡大
　・多胎児育児の悩み等に対応する妊娠期からの訪問支援　など

こども未来課
おおいた子育て応援スク
ラム事業

7

保育の充実を図るため、保育所の運営や小規模保育等に要する経費を
負担する。
　・保育所　　　　　１４４施設
　・小規模保育施設　　２２施設
　・家庭的保育施設　　　７施設
　・事業所内保育施設　１２施設

こども未来課保育所運営費

4

子育て家庭の経済的負担を軽減し、子どもたちの健康保持と健全育成
を図るため、子ども医療費を軽減する市町村に対し助成する。
　・通 　 院　未就学児まで
　・入  　院　中学生まで
　・自己負担　通院１日５００円（上限：月４回、３歳未満 月２回）
　　　　　　　入院１日５００円（上限：月１４日）

こども未来課子ども医療費助成事業

5

保育を必要とする家庭の経済的負担を軽減するため、第２子以降の３
歳未満児の保育料を全額免除する市町村に対し助成する。
　・対　象　認可保育所、認定こども園、認可外保育施設　など

こども未来課
大分にこにこ保育支援事
業

2

不妊治療の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療のうち保険適用
治療と併せて行った先進医療に要する経費について、市町村と連携して
自己負担が概ね３割となるよう助成する。
　・助成回数　４０歳未満　　　　　　１出産あたり６回
　　　　　　　４０歳以上４３歳未満　１出産あたり３回
  ・助 成 額　先進医療に要する費用の７割

不妊を心配する夫婦の早期受診を促すため、市町村と連携して不妊検
査に要する費用を助成する。
　・対 象 者　妻の年齢が４３歳未満かつ婚姻２年以内の夫婦又は妻の
　　　　　　　年齢が３０歳未満の夫婦
　・助成上限　３万円
【新】若い時期から健康管理の意識を持ち、将来の妊娠について考える
機会を確保するため、高等学校と連携して啓発に取り組む。

こども未来課不妊治療費助成事業

3

全ての妊産婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境を整
備するため、妊娠届出時からの伴走型相談支援の充実や妊娠・出産を届
け出た妊産婦・子育て世帯へ経済的支援を行う市町村に対し助成する。
　・給付額　１０万円（国２／３　県１／６　市町村１／６）
　　　　　　　※妊娠届出時に５万円、出生届出時に５万円を給付

こども未来課
伴走型出産・子育て応援
事業

令和５年度一般会計当初予算案

事　業　名 当　初　予　算　案　の　概　要 所管課

令和５年度
当初予算案

令和４年度
当初予算額

1

若者の結婚の希望を後押しするため、「出会いサポートセンター」を
運営するほか、企業間の出会いを促進するなど出会いの場づくりを総合
的に実施する。
【新】企業と連携した婚活イベントの開催　など

こども未来課おおいた出会い応援事業

新
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949,827
(1,069,304)

186,088 
(171,498)

129,336 
(140,908)

920,238 
(864,574)

45,183 
(27,279)

23,855 
(13,495)

27,724 
(18,400)

24,978 
(18,951)

②健康寿命日本一の実現
（単位：千円）

22,767 
(21,462)

19,812 
(0)

ヤングケアラー等支援体
制強化事業

14

子どもの居場所を確保し、貧困の早期発見等に繋げるため、子ども食
堂の新規立上げ等を支援する市町村に対し助成するほか、朝食の定期的
な無料提供に取り組む子ども食堂等を支援する。
【新】児童育成支援拠点（第三の居場所）の設置に要する経費の助成
　　　　補助率１０／１０（国１／２　県１／４　市町村１／４）
　・モデル小・中学校での朝食の定期的な無料提供の実施（６か所）
　・クラウドファンディングによる子ども食堂の運営支援　など

こども・家庭
支援課

子どもの居場所づくり推
進事業

12

放課後の子どもに安全で健やかな生活の場を提供するため、放課後児
童クラブを運営する市町村に対し助成するとともに、クラブの運営強化
に向けた取組を支援する。
　・放課後児童クラブ運営費の助成（３９７クラブ）
　　　補助率　２／３（国１／３　県１／３）
　・労働環境の改善等を行うクラブへのアドバイザー派遣　など

こども未来課放課後児童対策充実事業

13

児童虐待防止の徹底を図るため、関係機関との連携を強化するととも
に、弁護士の活用により児童相談所の法的対応力等を強化する。
　・連携強化に向けた研修会の開催（５回）
　・児童家庭支援センターと連携した指導
　・出産前から支援を必要とする妊婦等への支援　など

こども・家庭
支援課

児童虐待防止対策事業

16

児童養護施設退所者等を支援するため、「児童アフターケアセンター
おおいた」による自立・就労に向けた継続的サポートを行う。
【新】退所後の継続支援計画を策定し、自立支援を行うコーディネー
　　　ターの増員（１名→２名）

こども・家庭
支援課

児童養護施設退所者等支
援強化事業

15

ヤングケアラーなど支援を必要とする子どもや児童虐待のおそれのあ
る家庭を早期に発見し、適切な支援に繋げるため、市町村と連携した見
守り・相談体制を強化する。
【新】市町村等を支援する専門アドバイザーの配置
　・戸別訪問による家庭状況の把握等を行う市町村への助成(１４市町)
　　　補助率　５／６（国２／３　県１／６）　など

こども・家庭
支援課

10

保育人材の確保と職場定着を図るため、高校生向けの出前講座や福岡
での就職イベント等を実施するとともに、業務効率化に取り組む保育施
設に対し助成する。
　・保育補助者等を対象とした保育士資格取得への支援
　・高校生を対象にした出前講座やインターンシップの実施
　・ＩＣＴを活用した業務効率化に取り組む保育施設への助成
　　　補助率　１／２　　限度額　５０万円　など

こども未来課保育環境向上支援事業

11

安心して病気の子どもを預けられる環境を整えるため、病児保育を実
施する市町村に対し運営費を助成するとともに、病児保育の広域化・Ｉ
ＣＴ化に向けた取組を支援する。
　・病児保育施設運営費の助成（３１施設）
　　　補助率　２／３（国１／３　県１／３）
　・病児保育施設が行うＩＣＴシステム導入に要する経費への助成

こども未来課病児保育充実支援事業

9

幼児教育の充実を図るため、私立幼稚園を設置する学校法人に対し運
営に要する経費を助成する。
　・私学振興費　７施設、施設型給付費　１４施設
　　【新】外部講師を活用した英語教育等への支援

こども未来課私立幼稚園運営費

22

健康寿命を延伸させるため、健康づくりに対する県民意識の醸成に向
けた県民運動を展開するとともに、健康経営に取り組む事業所の拡大等
により、働く世代の心身の健康づくりを支援する。
【新】簡便に推定野菜摂取量をチェックできる機器を活用したキャン
　　　ペーンの実施
【新】スーパーなどと連携したうま塩弁当普及イベントの実施　など

健康づくり支
援課

みんなで進める健康づく
り事業

事　業　名 当　初　予　算　案　の　概　要 所管課

23

生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを推進するため、乳幼児期から高
齢期まで、各ライフステージの特性に応じた全世代の歯科口腔保健対策
を実施する。
　・県口腔保健支援センターの設置・運営
　・健康経営事業所等での出前講座の実施
　・障がい児者の高次歯科診療の充実に要する経費への助成　など

健康づくり支
援課

歯科口腔保健推進事業

令和４年度
当初予算額

令和５年度
当初予算案

新
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